
第 8章 組織は人にどのような報酬を与えるのか 

 

演 習 問 題 

1️⃣ 人基準賃金，仕事基準賃金，両者の組み合わせ型の賃金体系それぞれの特徴をまとめて

みましょう。 

2️⃣ アルバイト先や勤務先の賃金体系を調べ，どのようなメリットとデメリットがあるか分

析してみましょう。 

3️⃣ グローバル・レベルで仕事基準賃金を統一する際，日本企業はどのような課題に直面す

るでしょうか。いくつかのケースを探して，分析してみましょう。 

 

さらに進んだ学習のために 

〔1〕 ローゼンフェルド，J. 著，川添節子 訳［2022］『給料はあなたの価値なのか——賃

金と経済にまつわる神話を解く』みすず書房。 

 給料は労働の対価だと多くの人は考えていると思います。しかし，個人の能力や貢献が

給料に反映されているというのは思い込みであって，著者は「神話」に過ぎないと真っ向

から異論を主張します。本書は，そもそも給与とは何か，さらには働くことにどういう意

味があるか，こういった根源的な問いの重要性を考えるきっかけを与えてくれます。 

〔2〕 山田 久［2017］『同一労働同一賃金の衝撃──「働き方改革」のカギを握る新ルー

ル』日本経済新聞出版社。 

 同一労働同一賃金の考え方の本質と諸問題について，日本の賃金の歴史的推移や欧州

諸国の実態との比較を通して解説がなされています。本書は，同一労働同一賃金の問題を

日本企業の雇用システム，人材育成の仕組み，社会における職業教育との関連で検討を加

える必要性を指摘している点が類書になく，さまざまな角度から同一労働同一賃金に関

する議論を深めることができます。 

〔3〕 坂本光司［2023］『いい会社には，活きた社内制度がある。——人を大切にする 56

社の法定外福利厚生』同友館。 

 福利厚生といえば，独身寮や企業内託児所など，概ねどの企業でも共通のものを思い浮

かべることが多いかと思います。本書は，社員の幸福感をもたせる 56 社のユニークな法

定外福利厚生制度を紹介しています。本書を読み進めると，福利厚生制度はバリエーショ

ンが多いことがわかり，福利厚生の充実に悩んでいる企業にヒントを与えてくれるに違

いありません。 

  



演習問題の出題意図と解答のポイント 

 

1️⃣ 3－2 で説明されているとおり，基本給には「人基準賃金」（年功給と職能給）と「仕事基

準賃金」（職務給と業績給）の 2 種類がありました。それぞれの特徴については，3－2 の（1）

の記述内容をもとに，表に整理してまとめると，違いが明確となってよいでしょう。ごく簡

単には，人基準賃金は長期的な人材育成と柔軟な配置・異動ができること，仕事基準賃金は

貢献度と給与を連動させることが可能な点にメリットがありました。一方，デメリットには，

人基準賃金は年齢や勤続年数に比例して給与が上昇することに納得感が低下したり，人件

費が上昇したりすること，仕事基準賃金は短期的な視点で仕事と進めてしまうことや，配置

異動の柔軟性に欠けることが挙げられます。また，人基準賃金と仕事基準賃金を組み合わせ

た賃金体系には，｢範囲職務給｣と｢役割給｣が存在します。基本的には，両者とも人が仕事の

価値や成果を創出・拡大することを考慮に入れた賃金決定の仕組みである点に着目してま

とめると良いでしょう。 

 

2️⃣ 人事部へのインタビューや，人事制度に関する社内資料をもとに，所属組織の賃金体系

を調べてください。ただし，難しい場合は，自分の給与明細書を分析するようにしてくださ

い。また，1️⃣でまとめた，人基準賃金と仕事基準賃金の特徴に照らし合わせながら，自社の

賃金体系を分析することがポイントです。問題点が抽出された場合には，解決策まで提示で

きれば望ましいです。仮に全社一律の賃金体系が導入され，給与に対する従業員の満足度が

低下しているケースでは，個人のキャリア・ニーズを考慮に入れた賃金体系を設計すること

が一案です。ただ，どのような賃金体系を選択しようとも，人事評価の結果との整合性が求

められますので，第 7 章で学習した人事評価の 5 つの基準との連動のあり方にも着目しな

がら，考えるようにしましょう。 

 

3️⃣ 仕事基準賃金をグローバル・スタンダードとして運用していく際に直面する課題は，①

職務給の設計原理に関する日本人の理解，②海外派遣者の給与決定に購買力保障方式を用

いることの妥当性の根拠が挙げられます。①について，『労政時報』第 3925 号（2017 年 2

月 24 日）のグローバル共通の職務等級制度を導入したトレンドマイクロの事例に表れてい

ます。特にグレード数が少ない場合，欧米諸国の地域の社員とは異なり，同一グレードでの

在籍期間が長くなると成長を実感しないという声が日本人社員から上がっているようです。

また，多くの日本企業では管理職系統と専門職系統に分かれた複線型人事制度が採用され

ていますが，トレンドマイクロでは｢専門職より管理職の方が上｣という観念が日本本社に

おいて強く，そうした観念を払拭する必要性が指摘されています。仕事を変わらなければ処

遇に変化がないことや，管理職，専門職のラダーに関係なく，同一労働（役割）価値なら同

一賃金であることの丁寧な説明が日本人の従業員に対して不可欠になります。②に関して，

日本本社からの海外派遣者の給与決定に適用される多くが，日本で勤務していた時の給与



水準をベースに，本国での生計費を海外の赴任先でも補償する｢購買力補償方式｣です。｢バ

ランスシート・アプローチ｣とも呼ばれます（Lussier R. N. & Hendon, J. R.［2017］Fundamentals 

of Human Resource Management: Functions, Applications, Skill Development, Sage Publications, 

p.365）。この手法は派遣者にとっては派遣前後で生活費に支障をきたさないメリットがあり

ますが，同じ仕事をしている現地人材との間に給与に格差が生じてしまいます。これは同一

労働同一賃金という仕事基準賃金の原理原則に反します。もちろん，海外生活での苦労や家

族を日本に残していく場合 2 重の家計になることに配慮することは重要です。しかし，企

業はその補填がどの程度正当性を持つものなのかの精査をしなければなりませんし，正当

性の根拠を国内外で共有することが仕事基準賃金を処遇の基本枠組みにするうえで求めら

れるでしょう。なお，以上の論点は，第 13 章 4 節で述べた転居転勤のリスクが限定正社員

と無限定正社員の給与格差の論拠となっている構造と類似していますので，併せて検討を

加えてみてください。 

 


